
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年調後に子供が生まれた場合 

Ｑ：年調が終わったと思ったら、子供が生

まれたという人が出てきました。どのように

取り扱ったらいいのですか？  

 

Ａ：原則は本人による確定申告ですが、翌

年１月末までであれば年末調整のやり直しを

することも認められています。 

【解説】 

所得税では、扶養親族に該当するかどうか

は12月31日の現況で判断することとされてい

ますので、年末調整が終わった後、年末まで

に生まれた子供も扶養親族に該当することと

なります。 

しかし、年末調整は、その年末調整をする

際の扶養親族に基づいて扶養控除をすること

となっていますので、基本的には、給与支払

者において、年末調整をし直す必要はなく、

本人が扶養親族を増やす確定申告をして、税

額の還付を受けることとなっています。 

しかし、この場合には、給与所得者本人に

申告の手間がかかることから、給与所得者か

らその生まれた子供を記載した扶養控除等申

告書の提出を受ければ給与支払者において年

末調整をやり直して税額の精算をすることが

認められています。 

ただし、この年末調整のやり直しは、翌年

１月末日までとなっていますので注意してお

いてください。 
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